
福山市企業版ふるさと納税マッチング支援業務（（仮称）子ども未来館整備事業） 

実施要領 

 

１ 業務目的 

本市では、内閣府より「福山市まち・ひと・しごと創生推進計画」の認定を受けて、地

方創生応援税制（以下「企業版ふるさと納税」という。）を活用した寄附金の受入を行っ

ている。 

本業務は、受注者独自のネットワークやノウハウを活用することにより、本社が市外に

所在する企業に対して、（仮称）子ども未来館整備事業（大阪・関西万博パビリオン「い

のちの遊び場 クラゲ館」移築事業を含む。）を周知し、積極的な財源確保をめざすもので

ある。 

 

２ 業務概要 

（１） 業務名 

福山市企業版ふるさと納税マッチング支援業務（（仮称）子ども未来館整備事業） 

（２） 業務内容等 

別紙「福山市企業版ふるさと納税マッチング支援業務（（仮称）子ども未来館整備

事業）委託仕様書（案）」のとおり。 

（３） 業務履行期間 

契約締結の日から２０２７年（令和９年）３月３１日（水）まで 

 

３ 委託料の算定方法 

委託料の算定は成果報酬型によるものとし、本業務を通じて行われた寄附額に委託料

率（上限を２０％）を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額（上限４，

１２５，０００円）とする。 

なお、本業務における契約相手方は複数者を想定しており、委託料の総額が本市の予算

額を超えると見込まれる場合は、協議のうえ、決定する。 

 

４ 選定方式及び契約方法 

受注者による企業への提案や寄附意向の確定までの方法は、受注者が有する企業や業

界との独自のつながり、提案・交渉にあたっての体制、ツール、頻度など多様であり、指

名競争入札や一般競争入札のような価格競争だけでは事業者の優劣を判断できない。そ

のため、受託希望事業者は随時募集を行い、業務内容の詳細と委託料率の参考見積書の提

案を受けて評価し、受注候補者を選定する。また、受注候補者と仕様等について協議が整

い次第、当該業者と随意契約を締結する。 

 



５ 応募資格 

  本件に応募する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。  

（２）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社

更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行っている

者（再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。  

（３）この公告の日から契約締結の日までの間のいずれの日においても、本市の指名除外

措置若しくは指名留保措置又は入札参加資格の取消しを受けていない者であること。  

（４）本市に納付すべき市税の滞納がない者であること。  

（５）国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

（６）地方公共団体が行う企業版ふるさと納税のマッチング支援業務（類似の業務を含

む。）による寄附実現の実績が１件以上あること。 

 

６ 応募の手続 

（１）担当部署 

    〒７２０－８５０１ 広島県福山市東桜町３番５号（本庁舎７階） 

   福山市保健福祉局ネウボラ推進部未来館設置準備室 

   電 話：０８４－９２８－１２８４ 

   E-mail：miraikan@city.fukuyama.hiroshima.jp 

（２）質問書 

本事業への応募に当たり、質問がある場合は、別紙様式「質問書」を添付し、（１）

のメールアドレス宛てに電子メールにて提出すること。 

※提出した場合は、届いているかどうかの確認を電話で行うこと。 

※メール送信の際は、件名に「福山市企業版ふるさと納税マッチング支援業務（（仮

称）子ども未来館整備事業）に関する質問」と記載すること。 

回答は、本市ホームページに随時掲載する。 

（３）本事業に応募する場合は、別表１に記載の書類を担当部署へ提出し、審査を受ける

こと。 

（４）募集期間等  

ア 募集期間 

２０２６年（令和８年）６月５日（金）から２０２７年（令和９年）３月３１日

（水）まで  

イ 提出資料 別表１に記載の書類 

  ※本市が必要と認める場合は、追加資料を求める場合がある。 

ウ 配付方法 本市ホームぺージからダウンロードすること 



エ 提出場所 （１）の担当部署と同じ 

オ 提出方法 持参又は書留郵便（配達記録が残る方法に限る） 

  （持参の場合は、募集期間のうち、平日の午前８時３０分から午後５時まで） 

  ※提出書類の作成及び提出に要する費用は応募者の負担とする。 

（５）応募は、年度内に１事業者につき１回に限る。 

 

７ 審査及び審査基準 

  提出された応募書類等をもとに、随時、６（１）の担当部署が書類審査を行う。 

（１） 審査基準・審査項目 

次の項目を全て満たしていること。 

① 応募資格   「５ 応募資格」の条件を全て満たしていること 

② 会社概要   本業務を自社の事業として取り組んでいること 

③ 実施体制   本業務の実施体制が整っていること 

④ スケジュール 本業務の実施計画が整っていること 

⑤ 実現性    本業務と同種又は類似する業務による寄附実現の実績が１件 

以上あること 

（２）審査結果の通知  

応募者に審査結果を電子メールで通知する。 

通知後、合格した応募者との間で契約に向けた協議を行う。 

 

８ 契約の締結 

（１）本業務の契約は、審査に合格した応募者と業務内容について協議等を行って仕様書の

内容を確定した後に、見積合せの上契約を締結するものとする。なお、契約の際は本市

の契約書ひな型を使用するものとする。 

（２）仕様書の確定に際しては、合格した応募者と本市との協議により、必要に応じて内容

を変更した上で契約を締結するため、委託料率が６（３）で提出した参考見積書の委託

料率と同率になるとは限らない。  

 

９ 失格条件 

  次に掲げるいずれかに該当した場合は、失格とする。  

（１）正当な理由なく契約を締結しないとき 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合  

（３）３の委託料率の適正な範囲を超えた見積書を提出した場合 

（４）審査の公平性を害する行為があったと市長が認めた場合  

（５）実施要領の内容に違反すると市長が認めた場合  

（６）その他市の指示に違反する場合 



 

１０ その他の留意事項 

（１）正当な理由なく応募書類のいずれかが提出されなかった場合又は審査の結果で合

格の通知を受けなかった場合は、失格とする。 

（２）応募書類は、別表１に定めるもののほか、市長が特に認めたものとし、また必要

に応じて追加書類の提出を求める場合がある。 

（３）提出された応募書類等は、受注候補者の選定以外に提出者に無断で使用しない。

なお、選定に必要な範囲において複製をすることがある。 

（４）応募者は、複数の応募書類を提出することはできない。 

（５）提出された応募書類等は、福山市情報公開条例（平成１４年条例第２号）に基づ

く情報公開請求の対象となる。  

（６）本業務の具体的な内容は、仕様書に記載された内容を反映しつつ本市との協議に

基づいて決定するものとする。  

（７）受注者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、本市は

契約を解除できるものとする。この場合、本市に生じた損害は受注者が賠償するも

のとする。  

（８）今後の社会情勢や財政事情の変化、その他の不可抗力等により、事業計画の変更

又は中止する場合がある。この場合、応募者に対して本市は一切の責任を負わない

ものとする。  

（９）応募者は、応募書類の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意したものとす

る。 

（１０）業務委託の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。 

（１１）受注者は、受注者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせるこ

とはできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、

本市と協議の上、業務の一部を委託することができる。 

（１２）受注者が業務委託を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づき、その取扱いに十分留意し、

漏えい、滅失、毀損の防止その他個人情報の保護に努めること。 

（１３）受注者は、業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己

の利益のために利用することはできない。また、業務委託終了後も同様とする。 

 

 

 

 

 

 



別表１ 応募書類 

No. 書類名 様式等 備考 

１ 応募申込書 様式１  

２ 実績報告書 様式２  

３ 市税の完納証明書 写しでも可 

・本市に納税義務がないものは申立書

（様式３）を提出すること 

・提出日の３か月前の日以降に発行さ

れたものを提出すること 

４ 納税証明書（その３の３） 写しでも可 
・提出日の３か月前の日以降に発行さ

れたものを提出すること 

５ 使用印鑑届 様式４ 
・実印と異なる印鑑を契約等に使用す

る場合は提出すること 

６ 委任状 様式５ 

・契約締結等に関する権限を支店長、

営業所長等に委任する場合に提出す

ること 

７ 誓約書 様式６  

８ 参考見積書（内訳書を含む） 
様式７－１ 

様式７－２ 

 

９ 印鑑証明書 原本 
・提出日の３か月前の日以降に発行さ

れたものを提出すること 

１０ 現在事項全部証明書 写しでも可 
・提出日の３か月前の日以降に発行さ

れたものを提出すること 

１１ 会社概要資料 － 
・パンフレット等又は事業概要の分か

るものを提出すること 

１２ 業務実施体制 任意様式  

１３ 業務実施スケジュール 任意様式  

 

 


